
 

文 教 厚 生 委 員 会 
 

令和 7年 12 月 10 日（水） 

10 時 00 分～ 時  分 

全 員 協 議 会 室  

 

【委 員】足立委員長、遠藤副委員長、 

岡山委員、花田委員、森谷委員、串﨑委員、芦谷委員 

【議 長・委員外議員】 

【執行部】砂川副市長 

〔健康福祉部〕久保健康福祉部長、中谷地域福祉課長、椋木健康医療対策課長、 

龍河子ども・子育て支援課長、小林保険年金課長 

〔市民生活部〕井上市民生活部長、小松環境課長、鈴木総合窓口課長、川合税務課長 

〔旭 支 所〕西川旭支所長、阿瀬川市民福祉課長 

〔教 育 部〕岡田教育長、草刈教育部長、藤井教育総務課長、山口学校教育課長、 

       松井スポーツ振興課長、鎌原人権同和教育室長 

〔上下水道部〕佐々木上下水道部長、右田水道管理課長、谷口工務課長、大上下水道課長 

【事務局】久保田書記 

 
議 題 

1 請願審査 

（1） 請願第 19 号 公共施設のバリアフリー化推進を求める請願について 

(2)  請願第 20 号 診療報酬引き上げと地域医療の維持を求める意見書の提出について 

(3)  請願第 21 号 高齢者向け 100 円タクシー制度の恒常化を求める請願について 

(4)  請願第 22 号 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センターの医師確保対策強化 

を求める請願について 

(5)  請願第 23 号 小児救急医療体制の強化を求める請願について  

(6)  請願第 24 号 地域包括ケアの支援体制見直しを求める請願について 

(7)  請願第 25 号 子育て支援の充実の請願について 

(8)  請願第 26 号 子育て支援の公平性確保を求める請願について 

(9)  請願第 27 号 高齢者・要支援世帯へのごみ出し支援制度を求める請願について 

(10) 請願第 28 号 三隅火力発電所の環境影響調査を求める請願について 

(11) 請願第 29 号 市における動物愛護施策の強化を求める請願について 

(12) 請願第 30 号 マイナンバーカード関連業務の改善を求める請願について 

(13) 請願第 31 号 市民相談窓口のワンストップ化を求める請願について 

(14) 請願第 32 号 市税滞納整理と相談体制の改善を求める請願について 

(15) 請願第 33 号 教育委員の皆様への文書について、確実に到達されるよう求める 

請願について 

(16) 請願第 34 号 学校給食費負担軽減の検討強化を求める請願について 

(17) 請願第 35 号 学校給食における地産地消の促進を求める請願について 

(18) 請願第 36 号 教育委員会の会議公開範囲拡大を求める請願について 

(19) 請願第 37 号 市立図書館の蔵書充実と利便性向上を求める請願について 

(20) 請願第 38 号 不登校支援及び授業動画配信体制の導入を求める請願について 

裏面あり 

 



(21）請願第 39 号 中学校部活動の地域移行を慎重に進めることを求める請願について 

(22) 請願第 40 号 学校トイレの洋式化及び衛生環境改善を求める請願について 

(23) 請願第 41 号 通学路の安全対策強化を求める請願について 

(24) 請願第 42 号 ICT 教育の充実を求める請願について 

(25) 請願第 43 号 行政判断に用いられる資料の内容・数字の根拠の丁寧な確認を     

お願いする請願について 

(26) 請願第 44 号 教育委員会の公益通報対応改善を求める請願について 

(27) 請願第 45 号 裁判係属中を理由とした説明拒否の改善を求める請願について 

(28) 請願第 46 号 旧スケート場の用途変更に関する再評価を求める請願について 

(29) 請願第 47 号 スケート場跡地活用における市民意見募集の強化を求める請願に        

ついて 

(30) 請願第 48 号 市立体育施設の利用環境改善を求める請願について 

(31) 請願第 49 号 いじめ防止および人権教育の強化を求める請願について 

(32) 請願第 50 号 工業用水道会計に関する中国電力との合意書の調査を求める請願       

について 

(33) 請願第 51 号 工業用水道会計における利益剰余金の根拠調査を求める請願について 

(34) 請願第 52 号 工業用水道会計の再監査を求める請願について 

(35) 請願第 53 号 工業用水道会計の情報開示強化を求める請願について 

 

2 陳情審査 

(1) 陳情第 1号 災害時における避難場所(小中学校の体育館）へのエアコン設置の  

陳情について  

(2) 陳情第 2号 図書館司書の正規職員化の陳情について 

 

3 議案第 75 号 浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

 

4 議案第 78 号 浜田市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

5 議案第 81 号 浜田市益井俊雄奨学基金条例の制定について 

 

6 議案第 82 号 浜田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 

7 議案第 83 号 浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する 

条例等の一部を改正する条例について 

 

8 議案第 84 号 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正 

する条例について 

 

9 議案第 89 号 指定管理者の指定について（浜田市あさひやすらぎの家） 

 

10 執行部報告事項 

 (1) 浜田市医師会との看護職員確保対策事業について            【健康医療対策課】 

(2) 浜田市子ども医療費助成事業の拡充について          【保険年金課】 

(3) 浜田市本庁・支所を結ぶ「オンライン窓口」の導入について   【総合窓口課】 

(4) 浜田市立小中学校統合再編計画における石見小学校建設について 【教育総務課】 

(5) 水道料金改定に係る答申について               【水道管理課】 

次頁あり 

 



(6) その他 

（配布物）・浜田市人口状況（R7.8 月末～R7.10 月末現在）       【総合窓口課】 

 

 11 所管事務調査 

(1)  認知症の状況推移について                【健康医療対策課】 

(2) 保育園の公費負担について             【子ども・子育て支援課】 

(3) 市税、法人市民税の推移について                 【税務課】  

(4) 給食センターの現況について                 【教育総務課】 

(5) スクールバスの運行状況について               【学校教育課】 

(6) 不登校児について                      【学校教育課】 

(7) スケート場の利用用途変更に係る確認について       【スポーツ振興課】 

(8) 下水道の現況について                     【下水道課】 

 

12 その他 

・【要望書】令和 8年度税制改正に関する提言について（委員会に配付） 

 

13 ぎかいポストに寄せられた意見等への対応について（委員間で協議） 

 

14 取組課題について（委員間で協議） 



















































































令和 7年 1 1 月 1 4 日

住　　所　島根県浜田市弥栄町

氏　　名　有田康夫

浜田市議会議長　　様

陳 情 番 号

付託先委員会

審 査 結 果 等

1

文 教 厚 生 委 員 会

災害時における避難場所(小中学校の体育館）へのエアコン設置の陳情について

避難場所にもなる市内の小中学校の体育館のエアコンを早急に整備する事を求め
て欲しい。

【陳情の趣旨】

1　願意（議会に対して求めることを記入してください。）

2　理由（陳情に至った理由・背景などを簡潔に記入ください。）

令和6年度3月議会において個人一般質問で議員から質問があったが、執行部は
「体育館のエアコン設置の為には、断熱工事などに多額の費用が発生する。また
国の監査などで補助金の対象外となった場合のリスクが大きい」と答弁した。さ
らに「まず特殊教室エアコン設置を進め、令和10年度以降に体育館のエアコン設
置については検討する」とした。しかしこれら答弁は正しくない。教育委員会の
担当課長に確認したところ「断熱工事の積算はしていない。また積算に必要な体
育館の床面積も把握していない」「国に補助金返還を求められた例は確認できな
い」と回答をもらっている。国が示している資料によれば、補助金対象となる、
一般的な学校体育館の断熱工事として、窓に遮熱フィルムを貼る対策だけにした
場合一施設１００万円程度との試算もある。このように、市民の命に関わり、国
の重点施策であることから、早急に実施してほしい。
執行部は、市民からの要望に対し、予算（財源不足）の問題を持ち出し、直ぐ直
ぐの対応は困難と回答する事が多い。しかし今年度予算に美又温泉の整備に40億
年を当てている。そのうち「デジタル温泉手形」に対して16億円を当てている。
この政策は、市民の命を守る政策より優先順位が高いのか。国の重点施策より、
より重要な政策なのか。全国ニュースでは、交付金の無駄遣いの例として、一番
トップの見出しにすらされている。浜田市の恥を全国にさらす事は市民として辞
めていただきたい。市長が一番に行なうべき政策は、市民の命を守ることである
事に議論の余地は無い。

7. 1 1 . 1 4

2 9 6



令和 7年 1 1 月 1 4 日

住　　所　島根県浜田市弥栄町

氏　　名　有田康夫

浜田市議会議長　　様

陳 情 番 号

付託先委員会

審 査 結 果 等

2

文 教 厚 生 委 員 会

図書館司書の正規職員化の陳情について

浜田市の図書館などに勤務する司書の待遇を、市役所の正規職員とすることを求
める。

【陳情の趣旨】

1　願意（議会に対して求めることを記入してください。）

2　理由（陳情に至った理由・背景などを簡潔に記入ください。）

　今日、社会問題となっていることに、子どもから大人まで、読書の機会の減少
がある。デジタル化が進んだとしても、適切な書籍やデータに市民がアクセスす
るためには、その行為をサポート出来る専門職が欠かせない。
　現代社会が、簡単にスマホ一つで、膨大な情報にアクセスできる時代だからこ
そ、情報の真偽の確認を含め、適切なアドバイスはより重要となってきている。
この専門職である司書の待遇が、非常勤職員であっては、浜田市の文化振興に支
障が生ずると考える。
　実際、島根県の小中学校の学力は、全国比較で、極めて低い状態にある。その
解決に対しAI学習も大切であるが、まだAIは不完全である。したがって図書館学
習などで、丁寧に文献や書籍を調べて学習する習慣を身につけるためにも司書の
専門性を生かすべきである。
　もちろん、学校教育のみではなく、社会教育の充実のためにも、司書の待遇を
正規職員化するべきと考える。

7. 1 1 . 1 4
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令和7年12月浜田市議会定例会議 

条例議案新旧対照表 

 

 

  （文教厚生委員会） 



 

 

 

新 旧 対 照 表 の 見 方 

 

 

1  最上部に一部改正する条例の名称及び条例番号を表記しています。 

 

2  新旧対照表の表記は、次のとおりです。 

⑴ 左欄の「現行」が改正前、右欄の「改正後（案）」が改正後の内容 

⑵ 改正のある条のみ表記 

⑶ 改正のある条の中の改正のない項及び号は「〔略〕」で表記 

⑷ 変更のある箇所を下線で表記 

 

 

〔新旧対照表例〕 

浜田市●●●条例（平成●●年浜田市条例第●●号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（見出し） （見出し） 

第●条 市長は、○○○○○○○○、●●●●とす

る。 

第●条 市長は、○○○○○○○、▲▲▲▲とする。 

2 〔略〕 2 〔略〕 

 

 



 

 

目 次 

議案第75号 浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例について … 1ページ 

議案第78号 浜田市印鑑条例の一部を改正する条例について … 4ページ 

議案第82号 浜田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について … 5ページ 

議案第83号 浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等の 

一部を改正する条例について 

… 8ページ 

議案第84号 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

について 

… 14ページ 
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浜田市附属機関設置条例（平成17年浜田市条例第18号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

別表（第2条関係） 別表（第2条関係） 

属する

執行機

関 

附属機

関の名

称 

担任事項 委員等

の定数 

委員等

の任期 

会議の

定足数 

表決の

方法 

市長 〔略〕 

浜田市

男女共

同参画

推進委

員会 

     

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属する

執行機

関 

附属機

関の名

称 

担任事項 委員等

の定数 

委員等

の任期 

会議の

定足数 

表決の

方法 

市長 〔略〕 

浜田市

男女共

同参画

推進委

員会 

     

浜田市

奨学金

審査委

員会 

市長の諮

問 に 応

じ、浜田

市 奨 学

金、山藤

功奨学金

及び益井

俊雄奨学

金の認定

等に関し

識見者3

人以内 

教 育 関

係者2人

以内 

2年 

た だ

し、再

任を妨

げ な

い。 

委員の

半数以

上 

出席委

員の過

半数 
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現行 改正後（案） 

 

 

 

 

浜田市

保健医

療福祉

協議会 

市長の諮

問 に 応

じ、保健

医療福祉

に関する

基本的な

計画等の

策定及び

その計画

に基づく

事業の実

施に関す

る重要な

事項を調

査審議す

ること。 

市長が行

う事業の

推進状況

識見者2

人以内 

医 療 関

係 団 体

代表5人

以内 

福 祉 関

係 団 体

代表6人

以内 

関 係 行

政 機 関

代表3人

以内 

学 校 教

育 関 係

代表2人

以内 

そ の 他

2年 

た だ

し、再

任を妨

げ な

い。 

委員の

半数以

上 

出席委

員の過

半数 

必要な事

項を審議

す る こ

と。 

浜田市

保健医

療福祉

協議会 

市長の諮

問 に 応

じ、保健

医療福祉

に関する

基本的な

計画等の

策定及び

その計画

に基づく

事業の実

施に関す

る重要な

事項を調

査審議す

ること。 

市長が行

う事業の

推進状況

識見者2

人以内 

医 療 関

係 団 体

代表5人

以内 

福 祉 関

係 団 体

代表6人

以内 

関 係 行

政 機 関

代表3人

以内 

学 校 教

育 関 係

代表2人

以内 

そ の 他

2年 

た だ

し、再

任を妨

げ な

い。 

委員の

半数以

上 

出席委

員の過

半数 
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現行 改正後（案） 

について

審議し、

市長に建

議するこ

と。 

市 長 が

特 に 必

要 と 認

める者5

人以内 

〔略〕 

教育委

員会 

〔略〕 

浜田市

奨学金

審査委

員会 

市長の諮

問 に 応

じ、浜田

市奨学金

の貸与及

び山藤功

奨学金の

給付に関

し必要な

事項を審

議するこ

と。 

識見者3

人以内 

教 育 関

係者2人

以内 

2年 

た だ

し、再

任を妨

げ な

い。 

委員の

半数以

上 

出席委

員の過

半数 

 

について

審議し、

市長に建

議するこ

と。 

市 長 が

特 に 必

要 と 認

める者5

人以内 

〔略〕 

教育委

員会 

〔略〕 

〔削る〕 
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浜田市印鑑条例（平成17年浜田市条例第33号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（登録申請の不受理） （登録申請の不受理） 

第4条 〔略〕 第4条 〔略〕 

2 前項第1号の規定にかかわらず、登録申請に係る印鑑が、外国人住

民（法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のう

ち、非漢字圏のものの住民票の備考欄に記載がされている氏名のカ

タカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている場合

は、当該印鑑の登録の申請を受理することができる。 

2 前項第1号の規定にかかわらず、登録申請に係る印鑑が、外国人住

民（法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のう

ち、非漢字圏のものの住民票＿＿＿＿に記載がされている氏名の片

仮名＿表記又はその一部を組み合わせたもので表されている場合

は、当該印鑑の登録の申請を受理することができる。 

（印鑑登録証） （印鑑登録証） 

第7条 〔略〕 第7条 〔略〕 

2 〔略〕 2 〔略〕 

3 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した＿＿ときは、市

長に再交付＿を申請することができる。 

3 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、市

長に引換交付を申請することができる。 

4・5 〔略〕 4・5 〔略〕 

（印鑑登録の抹消） （印鑑登録の抹消） 

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

(1)～(5) 〔略〕 (1)～(5) 〔略〕 

(6) 氏名、氏（氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がさ

れている旧氏を含む。）又は名（外国人住民にあっては、通称又

は氏名のカタカナ表記を含む。）を変更したため、登録されてい

る印鑑が第4条第1項第1号に該当することになったとき。 

(6) 氏名、氏（氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がさ

れている旧氏を含む。）又は名（外国人住民にあっては、通称又

は氏名の片仮名＿表記を含む。）を変更したため、登録されてい

る印鑑が第4条第1項第1号に該当することになったとき。 

(7)・(8) 〔略〕 (7)・(8) 〔略〕 
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浜田市子ども医療費助成条例（平成17年浜田市条例第127号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（定義） （定義） 

第2条 この条例において「子ども」とは、次の各号に掲げる者であっ

て、市内に住所を有する者をいう。 

第2条 この条例において「子ども」とは、次の各号に掲げる者であっ

て、市内に住所を有する者をいう。 

(1) 出生した日から満6歳_に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある者 

(1) 出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある者 

(2) 満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にある者 

〔削る〕 

(3) 満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日

以後の最初の3月31日までの間にある者 

〔削る〕 

(4) 〔略〕 (2) 〔略〕 

2～4 〔略〕 2～4 〔略〕 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第3条 市は、子ども（社会保険各法の規定による療養の給付若しくは

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養

費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療

養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等の規定による療養若

しくは医療のうちこれらに相当するもの（以下「療養又は医療」と

いう。）を受ける者に限る。以下同じ。）が病院若しくは診療所又

は薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施

術所、治療用装具製作所若しくは訪問看護ステーション（以下「医

療機関等」という。）において療養又は医療を受けたときは、当該

療養又は医療に要する費用（前条第1項第4号に掲げる者において

は、同号の入院に要する費用に限る。以下「対象医療費」とい

う。）のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定

第3条 市は、子ども（社会保険各法の規定による療養の給付若しくは

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養

費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療

養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等の規定による療養若

しくは医療のうちこれらに相当するもの（以下「療養又は医療」と

いう。）を受ける者に限る。以下同じ。）が病院若しくは診療所又

は薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施

術所、治療用装具製作所若しくは訪問看護ステーション（以下「医

療機関等」という。）において療養又は医療を受けたときは、当該

療養又は医療に要する費用（前条第1項第2号に掲げる者において

は、同号の入院に要する費用に限る。以下「対象医療費」とい

う。）のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定
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現行 改正後（案） 

により被保険者等が負担することとなる費用（社会保険各法に基づ

く附加給付を受ける場合にあっては当該附加給付に係る額を当該費

用から控除した額。以下「本人負担額」という。）について、次の

各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める額（以下「助

成対象額」という。）を助成するものとする。 

により被保険者等が負担することとなる費用（社会保険各法に基づ

く附加給付を受ける場合にあっては当該附加給付に係る額を当該費

用から控除した額。以下「本人負担額」という。）について、次の

各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める額（以下「助

成対象額」という。）を助成するものとする。 

(1) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる者 本人負担額の全額 (1) 前条第1項第1号＿＿＿＿_に掲げる者 本人負担額の全額 

(2) 前条第1項第3号に掲げる者 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれに定める額 

〔削る〕 

ア 病院又は診療所において療養又は医療を受けた場合 〔削る〕 

（ア） 入院 本人負担額の全額 〔削る〕 

（イ） 入院外 本人負担額から病院又は診療所ごとに1月に

つき対象医療費の100分の30に相当する額（当該額が1,000円

を超える場合は、1,000円）を控除した額 

〔削る〕 

イ 薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサー

ジ施術所、治療用装具製作所又は訪問看護ステーションにおい

て療養又は医療を受けた場合 本人負担額の全額 

〔削る〕 

(3) 前条第1項第4号に掲げる者 本人負担額から病院又は診療所

ごとに1月につき対象医療費の100分の10に相当する額（当該額が

15,000円を超える場合は、15,000円）を控除した額 

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 本人負担額から病院又は診療所

ごとに1月につき対象医療費の100分の10に相当する額（当該額が

15,000円を超える場合は、15,000円）を控除した額 

2・3 〔略〕 2・3 〔略〕 

（資格証の交付） （資格証の交付） 

第4条 市長は、第2条第1項第1号から第3号までに規定する者につい

て、被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づ

き、子ども医療費受給資格証（以下「資格証」という。）を交付す

るものとする。 

第4条 市長は、第2条第1項第1号＿＿＿＿＿＿_に規定する者につい

て、被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づ

き、子ども医療費受給資格証（以下「資格証」という。）を交付す

るものとする。 
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現行 改正後（案） 

2 市長は、第2条第1項第1号に規定する者が同項第2号に該当するに

至ったとき又は同号に規定する者が同項第3号に該当するに至った

ときは、それぞれ該当する資格証を交付するものとする。この場合

においては、前項の規定による申請をすることを要しない。 

〔削る〕 

（資格証等の提示） （資格証等の提示） 

第5条 被保険者等は、第2条第1項第1号から第3号までに規定する者

が療養又は医療を受けようとするときは、当該療養又は医療を受け

る医療機関等において社会保険各法の規定による電子資格確認、資

格確認書の提示その他の方法により被保険者等であることの確認を

受けるとともに、資格証を提示しなければならない。 

第5条 被保険者等は、第2条第1項第1号＿＿＿＿＿＿__に規定する者

が療養又は医療を受けようとするときは、当該療養又は医療を受け

る医療機関等において社会保険各法の規定による電子資格確認、資

格確認書の提示その他の方法により被保険者等であることの確認を

受けるとともに、資格証を提示しなければならない。 

（助成の方法） （助成の方法） 

第6条 第2条第1項第1号から第3号までに規定する者に係る第3条の規

定による助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に

支払うことによって行う。ただし、規則で定める場合において被保

険者等が医療機関等に本人負担額を支払ったときにおける助成は、

被保険者等に助成対象額を支払うことによって行う。 

第6条 第2条第1項第1号＿＿＿＿＿＿_に規定する者に係る第3条の規

定による助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に

支払うことによって行う。ただし、規則で定める場合において被保

険者等が医療機関等に本人負担額を支払ったときにおける助成は、

被保険者等に助成対象額を支払うことによって行う。 

2 第2条第1項第4号に規定する者に係る第3条の規定による助成は、

助成対象額を被保険者等に支払うことによって行う。 

2 第2条第1項第2号に規定する者に係る第3条の規定による助成は、

助成対象額を被保険者等に支払うことによって行う。 

3 〔略〕 3 〔略〕 

（資格証の返還） （資格証の返還） 

第10条 被保険者等は、第2条第1項第1号から第3号までに規定する子

どもでなくなったときその他第3条の規定による助成を受ける資格を

失ったときは、資格証を市長に返還しなければならない。 

第10条 被保険者等は、第2条第1項第1号＿＿＿＿＿＿_に規定する子

どもでなくなったときその他第3条の規定による助成を受ける資格を

失ったときは、資格証を市長に返還しなければならない。 
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【第1条】浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成26年浜田市条例第32号）新旧対照表  

（下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに

対し、児童福祉法第33条の10各号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子ど

もの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに

対し、児童福祉法第33条の10第1項各号（幼保連携型認定こども園

である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27

条の2第1項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあって

は、学校教育法第28条第2項において準用する認定こども園法第27

条の2第1項各号）に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子ど

もの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 
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【第2条】浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年浜田市条例第33号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条

の10各号＿＿_に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条

の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

（職員） （職員） 

第24条 〔略〕 第24条 〔略〕 

2 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事そ

の他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿__又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が

認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

2 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事そ

の他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（島根県が法第

18条の27第1項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共

団体」という。）である場合は、保育士又は島根県の区域に係る法

第18条の29に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」と

いう。））又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が

認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)・(2) 〔略〕 (1)・(2) 〔略〕 

3 〔略〕 3 〔略〕 

（職員） （職員） 

第30条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型又

は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育

事業所Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

第30条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（島根県が認定地方公共

団体である場合は、保育士又は島根県の区域に係る地域限定保育

士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型又

は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育

事業所Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

2・3 〔略〕 2・3 〔略〕 

（職員） （職員） 
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現行 改正後（案） 

第32条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所

Ｂ型」という。）には、保育士＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿その他保育に従事する職員として市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修

了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する

小規模保育事業所Ｂ型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かない

ことができる。 

第32条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所

Ｂ型」という。）には、保育士（島根県が認定地方公共団体である

場合は、保育士又は島根県の区域に係る地域限定保育士。次項にお

いて同じ。）その他保育に従事する職員として市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修

了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する

小規模保育事業所Ｂ型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かない

ことができる。 

2・3 〔略〕 2・3 〔略〕 

（職員） （職員） 

第45条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保

育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する

保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことが

できる。 

第45条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（島根県が認定地

方公共団体である場合は、保育士又は島根県の区域に係る地域限定

保育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保

育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する

保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことが

できる。 

2・3 〔略〕 2・3 〔略〕 

（職員） （職員） 

第48条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条

において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所

（以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」と

いう。）には、保育士＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第48条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条

において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所

（以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」と

いう。）には、保育士（島根県が認定地方公共団体である場合は、
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現行 改正後（案） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿その他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長が指

定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した

者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模

型事業所内保育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置

かないことができる。 

保育士又は島根県の区域に係る地域限定保育士。次項において同

じ。）その他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長が指

定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した

者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模

型事業所内保育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置

かないことができる。 

2・3 〔略〕 2・3 〔略〕 
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【第3条】浜田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和7年浜田市条例第31号）新旧対照表  

（下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（虐待等の防止） （虐待等の防止） 

第13条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第33

条の10各号＿＿_に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第13条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第33

条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

（職員） （職員） 

第22条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__その他乳児等通園支援に従事する職員と

して市長が行う研修（市長が指定する島根県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通園

支援従事者」という。）を置かなければならない。 

第22条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（島根県が法第18

条の27第1項に規定する認定地方公共団体である場合は、保育士又

は島根県の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士。以

下この条において同じ。）その他乳児等通園支援に従事する職員と

して市長が行う研修（市長が指定する島根県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通園

支援従事者」という。）を置かなければならない。 

2・3 〔略〕 2・3 〔略〕 
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【第4条】浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年浜田市条例第34号）新旧対照表 

（下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（職員） （職員） 

第11条 〔略〕 第11条 〔略〕 

2 〔略〕 2 〔略〕 

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、

都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第

1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研

修を修了したものでなければならない。ただし、市長が特に認める

場合は、当該研修の修了を要しないものとする。 

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、

都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第

1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研

修を修了したものでなければならない。ただし、市長が特に認める

場合は、当該研修の修了を要しないものとする。 

(1) 保育士＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_の資格を有する者 

(1) 保育士（島根県が法第18条の27第1項に規定する認定地方公共

団体である場合は、保育士又は島根県の区域に係る法第18条の29

に規定する地域限定保育士）の資格を有する者 

(2)～(10) 〔略〕 (2)～(10) 〔略〕 

4・5 〔略〕 4・5 〔略〕 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33

条の10各号＿＿_に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 

第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33

条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 
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浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年浜田市条例第33号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第18条 〔略〕 第18条 〔略〕 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等

における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始前の

健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対

する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められる

ときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことがで

きる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等に

おける乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければなら

ない。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄

に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141

号）第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同

じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が行われた

場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康

診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる

健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合におい

て、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断

等の結果を把握しなければならない。 

 
乳児又は幼児（以下「乳幼児」

という。）の児童相談所等にお

ける利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の

健康診断又は臨時の健康診断 
 

3・4 〔略〕 3・4 〔略〕 
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議案第 89 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市あさひやすらぎの家） 

 

浜田市あさひやすらぎの家の管理について、指定管理者の指定をしたいの

で、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

施設の名称 浜田市あさひやすらぎの家 

指定管理者 住 所：浜田市旭町本郷 362 番地 6 

名 称：社会福祉法人旭福祉会 

代表者：理事長 大 倉 美知男 

指定の期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 

 



議案第 89 号

1 施設概要

2　現在の管理方法（指定管理者名)

～ （ 3 年間　）

（指定期間中の合計金額）

3　次期指定管理者及び指定の期間等

～ （ 3 年間　）

（指定期間中の合計金額）

4　選定方法等

[施設所管課]　旭支所　市民福祉課

選定理由

　この法人は、隣接する特別養護老人ホームを運営する法人で、平成
21年度からやすらぎの家の管理運営に携わり、業務に精通している。
　また、地理的条件も優位であることから施設管理を常に容易にで
き、緊急時も迅速に対応できるため。

社会福祉法人　旭福祉会

指定期間

浜田市旭町本郷362番地6

従業員数

指名の
理由区分

ア
施設の管理運営に必要な専門的かつ高度な技術を有する者が客観的
に特定され、その者を指名する場合

玄関ホール、事務室、居室6、ダイニング、キッチン、浴室、便所

昭和15年4月（平成15年2月築）

76人

開設年月

指定管理者の指定について（浜田市あさひやすらぎの家）

理事長　大倉　美知男

選定の方法

指定管理料

指定管理料

平成12年11月

令和8年4月1日 令和11年3月31日

住　　所

設　　立

基本財産

指名

指定管理

701,250,331円

管理方法

浜田市あさひやすらぎの家

浜田市旭町本郷362番地23

　日常生活に不安を持つ高齢者への生活指導及び生活支援を行うこと
により介護予防を推進し、高齢者の健康を保持するとともに、共同生
活を通じて社会的孤立感の解消を図る。

施設名称

所 在 地

設置目的

面　　積

(社会福祉法人旭福祉会)

敷地面積　545.06㎡　延床面積　162.35㎡

施設内容

1,763,400円

1,509,000円

指定管理者

令和5年4月1日 令和8年3月31日指定期間

3



 

浜田市医師会との看護職員確保対策事業について 

 

 看護師、准看護師、助産師など看護職員は、医療や介護サービスの

質と安全性を維持するうえで、非常に重要な役割を果たしております。 

 しかし、市内には、看護職員が不足している医療機関や介護施設が

多数あり、特に浜田医療センターにおいては、新規採用者が募集人員

を大きく下回っております。また、これまで准看護師を輩出してきた

浜田准看護学校が廃校となります。  

 このような状況から、現在、将来にわたる看護職員の充足を目的と

し、浜田市医師会の協力のもと、令和 8 年度から看護職員確保対策を

見直します。  

 

1 修学資金支援制度の拡充                              

【概要】  

・対象を浜田医療センター附属看護学校学生に加え、市外の看護系  

高等教育機関等（助産師課程含む）に進学した市内出身の学生に広  

げるとともに、貸付額等を見直します。  

【検討内容】  

 ・貸付額  月 5 万円程度を想定  ←現行： 3 万円又は 4 万円  

・貸付期間  入学した高等教育機関等の課程修了に要する最短の  

年数の範囲内  

・返還免除要件  市内の医療機関等で看護職員として一定の期間  

勤務する。  

※勤務期間は、緩和する方向で検討中  ←現行：借入期間の 2 倍  

・令和 8 年度の新規募集   10 名程度を想定  

【事前周知】  

・看護職員を目指す高校生等に制度が拡充する予定であることを  

周知し、将来浜田市の医療機関等への就職を促す。  

 

2 医療機関に対する支援等 (新規 )                                           

看護師確保に精力的に取り組む医療機関に対する支援、  

浜田市で働く看護職員に対する支援も検討しております。  

令 和 7 年 1 2 月 1 0 日  

文 教 厚 生 委 員 会 資 料  

健 康 福 祉 部  健 康 医 療 対 策 課  

 



市独自制度 市独自制度

自己負担 自己負担

割合 限度額 限度額 割合 限度額 限度額

入院 2,000円 0円 入院 2,000円 0円

通院 1,000円 0円 通院 1,000円 0円

薬局等 0円 薬局等 0円

入院 2,000円 0円 入院 2,000円 0円

通院 1,000円 0円 通院 1,000円 0円

薬局等 0円 薬局等 0円

入院 2,000円 0円 入院 2,000円 0円

通院 1,000円 0円 通院 1,000円 0円

薬局等 0円 薬局等 0円

入院 0円 入院 0円

通院 1,000円 通院 0円

薬局等 0円 薬局等 0円

1割 1割

対象者区分

未就学児

県制度 県制度

　【現行】　　R7.4～ 　【拡充後】　R8.4～

医療区分
自己負担

医療区分
自己負担

3割 3割

小学生 1割 1割

中学生 1割 1割

高校生年代 (拡充)

 

 

 

１．拡充内容 

浜田市子ども医療費助成事業においては、現在、県制度による中学生までを対象とし

た助成に市独自制度を上乗せすることにより、中学生までの完全無償化と高校生年代（15

歳到達後最初の4月 1日から18歳到達後最初の3月 31日までの子）の入院及び薬局等

の無償化を実施しています。 

令和8年度以降、無償化の対象を高校生年代の通院医療費まで拡充し、高校生年代ま

での医療費を完全無償化とすることにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、

子どもの健全な育成及び安心して子どもを産み育てる環境づくりに取り組みます。 

 

２．開始時期 

令和 8年 4月 1日 

 

３．医療費助成制度の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 自己負担限度額は、1医療機関（医科、歯科別）の1か月あたりの額 

※ 網掛け部分…市独自制度 

令和 7 年 1 2 月 1 0 日 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部保険年金課 

浜田市子ども医療費助成事業の拡充について 



 

 

浜田市本庁・支所を結ぶ「オンライン窓口」の導入について 

 

オンライン窓口とは、移動負担軽減と利便性の向上を目的として、各支所と本庁をWeb

会議ツール（オンライン通話）で繋ぎ、本庁に行かなくても申請書等記入方法の確認や専

門的な相談ができるサービスです。 

令和 6年 5月から、全4支所で試験的導入を実施、利用者の満足度も高く有効性を 

確認することができました。 

本格導入では、書画カメラやマイク付きヘッドホンを設置しており、本庁の窓口と同じ

ようにお互いに書類を見ながら顔を見て話すことができます。 

また、機器の操作は支所職員がお手伝いしますので、安心してご利用いただけます。 

 

1 運 用 開 始   令和 8年 1 月 

 

2 導 入 窓 口   各支所市民福祉課窓口及び本庁対象業務担当課 

 

3 対 象 業 務 

業務内容 担当課 

住民票・戸籍等証明書等の発行、亡くなられた方のお手続き 

住民票の異動・戸籍届出、パスポート、マイナンバーカード 

 

国民健康保険、国民年金、福祉医療、子ども医療 

後期高齢医療 

 

所得課税・納税証明書等の発行、市民税、法人市民税 

軽自動車税、市税等の徴収・口座振替 

 

固定資産税、土地、家屋、償却資産 資産税課 

障がい福祉、特別障害者手当 地域福祉課 

介護保険、高齢者福祉サービス、養護老人ホーム、健康相談 健康医療対策課 

児童手当、放課後児童クラブ、保育所・認定こども園 子ども・子育て支援課 

墓地、犬の登録、狂犬病予防接種、動物愛護(猫)、生活環境 環境課 

 

4 選定事業者   ニシム電子工業株式会社（福岡市）※公募型プロポーザル方式にて選定 

 

5 契 約 金 額   導入委託料 13,805,000円 

         月額利用料    55,000円 ※消費税及び地方消費税を含む 

 

6 契 約 期 間   令和 7年 9 月 26日～令和12年 12月 31日 

 

7 そ の 他 

  運用の開始については、HP、広報、ケーブルTV、各地域協議会（浜田地域を除く）等

により住民への周知を行います。 

令和7年12月 10日 

文教厚生委員会資料 

市民生活部総合窓口課 

総合窓口課 

保険年金課 

税務課 



浜田市立小中学校統合再編計画における石見小学校建設について 

 

浜田市内の小中学校においては、令和 4 年 10 月に策定した浜田市立小中学校

統合再編計画に基づき、教育環境改善のため計画的な統合再編を実施している。 

この度、本計画にて令和 8 年度から単独建替えのための基本設計に着手予定で

あった浜田市立石見小学校について、以下のとおり建設計画を見直すこととし

た。 

 

 

1 見直しに至る背景及び理由 

浜田市立小中学校統合再編計画の策定においては、児童生徒数の将来推計値も

重要な判断材料の一つである。計画策定時の令和 8 年度児童生徒数は 3,426 名と

推計されていたが、本年 10 月時点での推計値は 3,283 名であり、想定を大きく

下回っている。さらに、出生数も計画策定前年度の令和 3 年度 302 名が、3 年後

の令和 6 年度は 241 名、令和 7 年度は令和 6 年度をさらに下回る見込みであり、

計画策定以後、予想以上に少子化のスピードが加速している。 

また、現在、令和 7～8 年度の 2 カ年で市長部局において「公共施設等総合管

理計画」の改訂業務を行っており、今後、公共施設再配置実施計画も併せて改訂

の予定である。公共施設の中で学校施設の占める割合は大きく、見直さざるを得

ない。 

 以上のことから、今後の小中学校の適正配置を検討する前のタイミングで石見

小学校の単独建替えに着手することについては、慎重に検討する必要があると考

える。 

 

2 見直しに当たっての課題 

⑴ 校舎の規模感 

  石見小学校単独、または統合再編を見据えた児童数 

 

⑵ 立地場所の選定 

 ア 現地 

 イ 現地付近 

 ウ その他の用地 

 エ 既存施設の利活用 

 

3 見直し後の建設計画 

 令和 8 年度の基本設計着手の予定を見送り、上記 2 の課題整理後、石見小学校

建替えに着手する。 

なお、建設順位については、現在の美川小学校建替え後、石見小学校建替えに

着手する、という方針に変更はない。 

令和 7 年 12 月 10 日 

文 教 厚 生 委 員 会 

教育委員会教育総務課 
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令和 7 年 12 月 10 日 

文教厚生委員会資料 

上下水道部水道管理課 

水道料金改定に係る答申について 

 

1 審議会の開催状況 

令和 6年 10 月 18 日に浜田市上下水道事業審議会へ「水道料金の改定」について諮問

を行った。その後、令和 7年 10 月 17 日まで計 5回の審議が行われ、令和 7年 11 月 21

日に本審議会から答申を受けた。 

 

2 諮問事項 

水道料金の改定について 

 

3 答申内容 

給水人口の減少による減収に加え、簡易水道統合による国の支援も令和 10 年度には

なくなるため、水道事業経営が今後成り立たなくなる危険性があり、併せて施設等の老

朽化も進む中、計画的な更新が求められている。 

こうした背景のもと、水道水の安定供給のため健全な経営を維持する必要があること

から、水道料金の増額改定の必要性を認め、平均改定率を 34.5%、改定時期は令和 9年

度とする答申であった。 

しかし、改定の影響を大きく受ける生活困窮者等への配慮を求めるなど、以下の点に

ついて意見が付された。 

 

4 付帯意見 

(1) 生活困窮者等への配慮について 

  料金改定の影響を大きく受ける生活困窮者等に対して水道事業での個別の配慮は難

しいため、福祉や産業振興の観点から影響を見極めたうえで、負担軽減策を適宜実施

いただくよう要望する。 

 

(2) 答申と市の方針決定に差が生じた場合の対応について 

市としての方針決定をする際に、答申内容より減収となる方針となった場合、減収

分は一般会計からの財源補填を求める。 

 

(3) 持続可能な水道経営の取組について 

持続可能な水道事業の実現に向け、施設等の計画的な更新や、抜本的な経営体制の

見直しについて求める。 

 

(4) 市民への周知について 

  料金改定をわかりやすく周知することを求める。 
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答申書（一部抜粋） 

令和 7年 11 月 21 日 

 

浜田市長 三浦 大紀 殿 

 

浜田市上下水道事業審議会 

会 長  鈴木 遵也 

 

 

水道料金の改定について（答申） 

 

本審議会は、令和 6 年 10 月 18 日付け水管第 373 号で諮問のあった水道料

金の改定について慎重に審議を重ねた結果、下記の結論に達したので答申す

る。 

 

記 

 

１．答 申  

（水道料金の改定について） 

給水人口の減少に加え、簡易水道統合に伴う国の支援も令和 10年度に

は皆減することで収益が悪化し、このままでは水道事業の経営が成り立

たなくなる危険性がある。また、水道施設等の老朽化が進んでおり、耐震

化を含め対策を講じていく必要がある。 

こうした状況を踏まえ、慎重に検討した結果、水道水の安定供給を確保

するため、健全な水道事業経営を維持する必要があることから、水道料金

の増額改定を実施する必要性を認め、平均改定率は 34.5％とすることを

答申する。 

なお、改定に係る事務手続き及び周知期間を考慮し、改定時期は令和 9

年度とし、改定後も給水人口の減少等による収益の減少傾向は変わらな

い見込みであることから、改定後 5 年を目途に、再度水道料金水準の検

証を行う必要がある。 

また、近年の物価高騰により、家計及び事業活動は厳しい現状にある。

この度の改定は大幅な値上げとなるため、影響の大きい生活困窮者等へ

の配慮を求める。 
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 （検討の経緯） 

（１） 令和 2 年 10 月に完了した前回の料金改定から 5 年が経過する中、

物価高騰や給水人口の減少により浜田市の水道事業を取り巻く環境は一

層厳しさを増している。特に、簡易水道統合に伴う国の支援措置が令和 10

年度に皆減することに伴い、一般会計からの繰入金が大幅に減少する影

響もあり、このままでは令和 13年度には経営破綻が危惧される状況であ

る。水道事業は独立採算制が原則であり、一般会計からの繰入に頼る経営

はできないため、今後も見込まれる収益の減少については、水道料金収入

で賄うことが求められる。 

 

（２）令和 3 年度から令和 5 年度の 3 ヵ年の総括原価 48 億 5,259 万円か

ら求めた事業運営に必要な供給単価「269.6 円／㎥」と、令和 5年度決算

時の供給単価「195.4 円／㎥」を比較すると「74.2 円／㎥」の乖離（不足）

が生じており、経費に見合った収入が得られていない現状がみてとれる。 

 

（３）水道施設等の老朽化の進行に伴い、計画的な更新に取り組んでいる

が、近年頻発する災害に対応するため耐震化の推進及び施設等の更新は

急務であり、そのための財源確保が必要である。ただし、類似団体と比較

して企業債残高が著しく高い状況であり、経営の弾力性を確保するには

新たな企業債の発行は極力抑えるべきである。 

 

（４）基本料金：従量料金＝2.7：7.3 という収益構造となっており、他自

治体と比較しても基本料金の割合が低い。安定的な収益構造とするため、

基本料金の割合を高め、基本料金：従量料金＝3：7 程度に改善する必要

がある。一方で、料金改定による負担の不均衡が生じないよう、現行の逓

増逓減による料金体系自体は維持すべきである。 

 

（５）以上の点を踏まえ、新水道料金体系（案）を検討し、当期純利益及

び資金残高のシミュレーションを行った結果、5年程度ではあるが経営の
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健全化が確保でき、施設等の更新にも一定の効果が期待できることから、

答申に至った。 

 

２．付帯意見 

（１） 生活困窮者等への配慮について 

答申でも触れたとおり、この度の料金改定は大幅な値上げであり、水道

利用者への影響は大きく、とりわけ生活困窮者及び水を大量に使用する水

産関連事業者や福祉施設の負担感が大きい。 

ただし、生活困窮者等への配慮に係る負担を水道事業が負うことで、収

益の悪化を招き更なる料金改定率の引き上げが必要になる事態は避ける

べきである。 

これまで市においては、給付金や福祉事業者等向けの光熱費高騰対策

といった物価高騰対策を実施してきた実績があり、この度の料金改定に

あたっても、福祉施策や産業施策の観点から負担軽減策を適宜実施する

よう強く要望する。 

 

（２） 答申と市の方針決定に差が生じた場合の対応について  

本審議会においては、水道経営の安定化を主眼に答申を取りまとめた。

答申を受け、今後市として市民生活に与える影響等も含め総合的に判断

し、料金改定率や改定時期を方針決定することになる。市が決定した方針

と答申に差が生じることで、答申の見込みより収益減となる場合も想定

される。その場合、次回料金改定の時期や改定率に影響を及ぶことのない

よう、減収分の補填財源を一般会計から繰り入れされたい。 

 

（３） 持続可能な水道経営の取組について 

将来にわたって水の安定供給を維持するため、計画的かつ効率的な施

設等の更新に努められたい。 

また、人口減少が続く中にあっても、持続可能な経営が確保できるよう、

抜本的な体制の見直しに向けた検討を進められたい。 
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（４） 市民への周知について 

水道料金改定に対する市民の理解が速やかに正しく得られるよう、具

体的でわかりやすい資料の作成、丁寧な説明に努められたい。 
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（参考資料） 

今後の経営見込み（料金改定前） 

 

 現状のままでは、令和 7 年度から収支は赤字に、令和 13 年度には経営破綻

する見込みである。 

 

 

【当期純利益】 

 
 

 

【資金残高予測】 

 
  

決算 単位：千円

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1,775,655 1,755,053 1,662,786 1,588,167 1,552,965 1,510,028 1,468,440 1,450,301 1,419,912 1,373,952 1,345,453

料金収入 1,133,128 1,128,055 1,091,753 1,053,105 1,039,861 1,008,123 966,414 947,268 917,818 870,470 848,264

長期前受金戻入 419,938 410,403 417,655 418,455 421,085 425,976 427,733 429,801 430,893 433,108 428,012

1,636,098 1,746,113 1,686,585 1,693,242 1,700,903 1,692,637 1,695,489 1,704,378 1,708,020 1,717,888 1,714,454

経費 434,331 529,396 473,031 486,052 503,551 494,858 502,243 507,720 509,131 513,960 517,925

減価償却費 882,006 879,204 890,715 889,126 883,930 889,371 887,493 892,516 895,891 901,692 895,084

138,251 6,850 △24,782 △106,292 △149,368 △183,819 △228,335 △255,385 △289,376 △345,223 △370,289

収益的収入

収益的支出

当期純利益(△損失)

決算 単位：千円

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

138,251 6,850 △24,782 △106,292 △149,368 △183,819 △228,335 △255,385 △289,376 △345,223 △370,289

△625,489 △578,348 △653,921 △644,989 △620,215 △558,331 △528,384 △513,219 △509,641 △519,358 △495,954

625,489 578,348 653,921 644,989 620,215 558,331 528,384 513,219 392,112 211,568 184,990

損益勘定留保資金 462,068 468,801 448,278 364,379 313,477 279,576 231,425 207,331 175,622 123,360 96,782

その他 62,562 85,513 106,389 88,208 88,208 88,208 88,208 88,208 88,208 88,208 88,208

利益剰余金処分額 100,859 24,034 99,254 192,402 218,531 190,547 208,752 217,681 128,283 － －

－ － － － － － － － △117,529 △307,791 △310,964

1,341,478 1,324,294 1,225,040 1,032,638 814,107 623,560 414,808 197,127 △48,685 △356,476 △667,439

当期純利益の場合）期末資金残高 ＝ 前年度残高 + 当期純利益 － 利益剰余金処分額

当期純損失の場合）期末資金残高 ＝ 前年度残高 － 利益剰余金処分額（当期純損失を含む）＋ 補填財源不足額

期末資金残高

資本的収支不足額

補填財源

補填財源不足額

当期純利益(△損失)
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（参考資料） 

新水道料金体系（案） 

 
 

 

 
（参考）現行料金体系 

 

  

単位：円（2ヵ月・税抜）

0～20㎥ 21～40㎥ 41～100㎥ 101～1000㎥ 1001～2000㎥ 2001㎥～

13mm 2,180

20mm 2,330

25mm 3,390

30mm 3,570

40mm 8,210

50mm 16,430

75mm 24,380

100mm 82,710

150mm 94,640

口径 基本料金
従量料金 臨時用

船舶用

115 204 255 304 278 257 676

単位：円（2ヵ月・税抜）

0～20㎥ 21～40㎥ 41～100㎥ 101～1000㎥ 1001～2000㎥ 2001㎥～

13mm 1,680

20mm 1,800

25mm 2,600

30mm 2,600

40mm 6,200

50mm 12,400

75mm 18,400

100mm 62,400

150mm 71,400

口径 基本料金
従量料金 臨時用

船舶用

85 150 185 220 205 190 490
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（参考資料） 

現行料金との差額・改定率 

 
 

 

料金改定後の経営見込み 

 
【当期純利益（料金改定後）】 

 
 
【資金残高予測（料金改定後）】 

 
 
  

単位：円（2ヵ月・税抜）

基本料金 臨時・船舶

改定額（円） 改定額（円）

改定率（％） 0～20㎥ 21～40㎥ 41～100㎥ 101～1000㎥ 1001～2000㎥ 2001㎥～ 改定率（％）

+500

29.8%

+530

29.4%

+790

30.4%

+970

37.3%

+2,010 +30 +54 +70 +84 +73 +67 +186

32.4%

+4,030

32.5%

+5,980

32.5%

+20,310

32.5%

+23,240

32.5%

20mm

25mm

30mm

40mm
35.3% 36.0% 37.8% 38.2% 35.6% 35.3% 38.0%

50mm

75mm

100mm

150mm

口径

従量料金

改定額（円）／改定率（％）

13mm

決算 新料金 単位：千円

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1,133,128 1,128,055 1,091,753 1,053,105 1,380,203 1,345,461 1,311,718 1,278,942 1,247,112 1,216,197 1,186,166

基本料金 388,953 384,940 380,973 377,050 373,179 369,356 365,577

従量料金 991,250 960,521 930,745 901,892 873,933 846,841 820,589

基本：従量 2.8 : 7.2 2.9 : 7.1 2.9 : 7.1 2.9 : 7.1 3 : 7 3 : 7 3.1 : 6.9

138,251 6,850 △24,782 △106,292 190,974 148,269 110,718 69,038 31,668 △8,746 △42,637

R9改定率 34.5％増

料金収入

当期純利益(△損失)

決算 単位：千円

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

138,251 6,850 △24,782 △106,292 190,974 148,269 110,718 69,038 31,668 △8,746 △42,637

△625,489 △578,348 △653,921 △644,989 △690,215 △628,331 △598,384 △583,219 △579,641 △589,358 △568,811

625,489 578,348 653,921 644,989 690,215 628,331 598,384 583,219 579,641 589,358 568,811

損益勘定留保資金 462,068 468,801 473,060 470,671 462,845 467,646 464,010 466,966 469,248 472,833 462,421

その他 62,562 85,513 106,389 88,208 106,389 106,389 106,389 106,389 106,389 106,389 106,389

利益剰余金処分額 100,859 24,034 74,473 86,111 120,981 54,296 27,985 9,864 4,004 10,136 －

－ － － － － － － － － － －

1,341,478 1,324,294 1,225,040 1,032,638 1,102,631 1,196,604 1,279,338 1,338,512 1,366,177 1,347,294 1,304,658

当期純利益の場合）期末資金残高 ＝ 前年度残高 + 当期純利益 － 利益剰余金処分額

当期純損失の場合）期末資金残高 ＝ 前年度残高 － 利益剰余金処分額（当期純損失を含む）＋ 補填財源不足額

期末資金残高

当期純利益(△損失)

資本的収支不足額

補填財源

補填財源不足額
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（参考資料） 

使用者への影響（モデルケース） ※2ヵ月当たり 

 

■使用口径：13mm 

 

 

■使用口径：20mm 

 

 

  

口径 13mm 使用水量 20㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,680 1,700 3,380 2,180 2,300 4,480 500円増 600円増 1,100円増

29.8%増 35.3%増 32.5%増

現行料金 新料金 負担増

口径 13mm 使用水量 40㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,680 4,700 6,380 2,180 6,380 8,560 500円増 1,680円増 2,180円増

29.8%増 35.7%増 34.2%増

口径 13mm 使用水量 60㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,680 8,400 10,080 2,180 11,480 13,660 500円増 3,080円増 3,580円増

29.8%増 36.7%増 35.5%増

口径 13mm 使用水量 100㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,680 15,800 17,480 2,180 21,680 23,860 500円増 5,880円増 6,380円増

29.8%増 37.2%増 36.5%増

現行料金

負担増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金

新料金 負担増

口径 20mm 使用水量 20㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,800 1,700 3,500 2,330 2,300 4,630 530円増 600円増 1,130円増

29.4%増 35.3%増 32.3%増

現行料金 新料金 負担増

口径 20mm 使用水量 40㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,800 4,700 6,500 2,330 6,380 8,710 530円増 1,680円増 2,210円増

29.4%増 35.7%増 34.0%増

口径 20mm 使用水量 60㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,800 8,400 10,200 2,330 11,480 13,810 530円増 3,080円増 3,610円増

29.4%増 36.7%増 35.4%増

口径 20mm 使用水量 100㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

1,800 15,800 17,600 2,330 21,680 24,010 530円増 5,880円増 6,410円増

29.4%増 37.2%増 36.4%増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金 負担増
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■使用口径：25mm 

 

 

 

■使用口径：30mm 

 

 

■使用口径：40mm 

 

 

■使用口径：50mm 

 

 

口径 25mm 使用水量 40㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

2,600 4,700 7,300 3,390 6,380 9,770 790円増 1,680円増 2,470円増

30.4%増 35.7%増 33.8%増

現行料金 新料金 負担増

口径 25mm 使用水量 100㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

2,600 15,800 18,400 3,390 21,680 25,070 790円増 5,880円増 6,670円増

30.4%増 37.2%増 36.3%増

現行料金 新料金 負担増

口径 30mm 使用水量 40㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

2,600 4,700 7,300 3,570 6,380 9,950 970円増 1,680円増 2,650円増

37.3%増 35.7%増 36.3%増

口径 30mm 使用水量 100㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

2,600 15,800 18,400 3,570 21,680 25,250 970円増 5,880円増 6,850円増

37.3%増 37.2%増 37.2%増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金 負担増

口径 40mm 使用水量 100㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

6,200 15,800 22,000 8,210 21,680 29,890 2,010円増 5,880円増 7,890円増

32.4%増 37.2%増 35.9%増

口径 40mm 使用水量 1000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

6,200 213,800 220,000 8,210 295,280 303,490 2,010円増 81,480円増 83,490円増

32.4%増 38.1%増 38.0%増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金 負担増

口径 50mm 使用水量 100㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

12,400 15,800 28,200 16,430 21,680 38,110 4,030円増 5,880円増 9,910円増

32.5%増 37.2%増 35.1%増

現行料金 新料金 負担増

口径 50mm 使用水量 1000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

12,400 213,800 226,200 16,430 295,280 311,710 4,030円増 81,480円増 85,510円増

32.5%増 38.1%増 37.8%増

現行料金 新料金 負担増
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■使用口径：75mm 

 

 

■使用口径：100mm 

 

 

■使用口径：150mm 

 

 

口径 75mm 使用水量 1000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

18,400 213,800 232,200 24,380 295,280 319,660 5,980円増 81,480円増 87,460円増

32.5%増 38.1%増 37.7%増

口径 75mm 使用水量 2000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

18,400 418,800 437,200 24,380 573,280 597,660 5,980円増 154,480円増 160,460円増

32.5%増 36.9%増 36.7%増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金 負担増

口径 100mm 使用水量 1000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

62,400 213,800 276,200 82,710 295,280 377,990 20,310円増 81,480円増 101,790円増

32.5%増 38.1%増 36.9%増

口径 100mm 使用水量 2000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

62,400 418,800 481,200 82,710 573,280 655,990 20,310円増 154,480円増 174,790円増

32.5%増 36.9%増 36.3%増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金 負担増

口径 150mm 使用水量 1000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

71,400 213,800 285,200 94,640 295,280 389,920 23,240円増 81,480円増 104,720円増

32.5%増 38.1%増 36.7%増

口径 150mm 使用水量 2000㎥ 使用期間 2ヵ月 単位：円（税抜き）

基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計 基本料金 従量料金 合計

71,400 418,800 490,200 94,640 573,280 667,920 23,240円増 154,480円増 177,720円増

32.5%増 36.9%増 36.3%増

現行料金 新料金 負担増

現行料金 新料金 負担増



浜田市人口状況(8月末現在）



浜田市人口状況(9月末現在）



浜田市人口状況(10月末現在）


